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[ 要旨 ]

　アメリカ合衆国においては、国旗に敬礼し忠誠の誓いを暗唱すること等を通じて、愛国心を涵養

してきた。この忠誠の誓いは公立学校で毎朝暗唱される。この文言は、「私はアメリカ合衆国の国

旗と、神の下で、すべての人に自由と平等をもたらす、ひとつの分かつことのできない国である共

和国に忠誠を誓う。」であるが、生徒にこの誓いを強制することは、憲法修正第 1条の国教樹立禁

止および修正第 14条の信教の自由に違反する疑いがある。この問題については、多くの訴訟が提

起されてきた。

　本稿においては、この忠誠の誓いに関する法的問題を最近の判例を中心に概観する。

[Summary]

　　Patriotism has been trained in the United States through saluting the national flag and the 

recitation of Pledge of Allegiance, etc.

　　Those words lead : "I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to 

the Republic for which it stands, one Nation under God invisible, with liberty and justice for all" 

These words has some issues ,whether forcing students to recite  Pledge is violate against the 
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Establishment and Free Exercise Clause. 

　　This study takes general view about ‘Pledge of Allegiance‘mainly of a recent case.

１．問題の所在

　憲法保障とは、特に国家権力から憲法秩序を守るための制度であり、たとえば、アメリカ合衆国

憲法第２条第１節第８項では、大統領に憲法を維持、保護、擁護させるための宣誓文を定めている。

あるいは第６条第３項において連邦および州の議員、行政官、司法官に憲法支持の宣誓義務を課し

ている。この憲法保障の方法は様々であるが、憲法秩序が維持されていることを前提とする憲法内

保障と、憲法を守るために憲法秩序を超えた特殊な方法による超憲法的保障に分類できる。憲法内

保障は他に、社会的保障、政治的保障、法的保障がある。また、超憲法的保障は、抵抗権、国家緊

急権に分類される。（１

　我が国においては、あたらに公務員となった者に対し憲法宣誓と服務宣誓を内容とする服務の宣

誓が課せられている（国家公務員法 6 条、97 条、地方公務員法 31 条等）これは憲法 99 条にお

ける憲法尊重擁護義務にその根拠を求めることができる。（２この義務は、公務員という「国家の権

力作用に関与する者に憲法を守るべきことを求めるという趣旨」であると考えられる。（３ところが、

この義務からは何らかの法的効果を導き出すことはできず、単に「義務を負うされている者の倫理

観や道徳観に訴えているにとどまる」（４とされ、強制力を持たないという意味で倫理的保障なので

ある。もっとも、宣誓拒否の場合、当該行為は職務上の義務違反として懲戒処分の対象となる。（５

　一方国民は主権者として当然憲法尊重擁護義務が求められるものとされるが、具体的な何らかの

義務が課せられるものでもない。個人の倫理観や道徳観は、人格形成に伴って涵養されるものであ

るが、家庭内あるいは学校教育で実践される必要がある。しかしながら、意識的に憲法を尊重、擁

護しその涵養を図るための教育は、満足に行われているとは言えない。我々の拠って立つ国家を愛

する教育（愛国心教育）は、国旗掲揚、国歌斉唱などの実施、あるいは、日本国及び日本国民統合

の象徴としての天皇に敬意を表すること等により涵養されるものと思われるが、我が国においては、

愛国心そのものに懐疑的な風潮があり、教育基本法の見直し論議で窺われるように、国民の愛国心、

あるいは国家意識は非常に希薄であると言わざるを得ない。もっとに、これらの論議は本稿のテ－

マではないので、詳述は避け別の機会に譲りたい。（６

　アメリカ合衆国においては、愛国心教育の一環として、公立学校での国旗に対する忠誠の誓い

（pledge of allegiance to the flag of the United States）を行っており、憲法尊重擁護義務の実践で

あるといえる。

　この国家を象徴するところの国旗に対し忠誠を誓う儀式により、自らの拠って立つ国家の構成員

としての国民意識が涵養されるものと思われる。この国旗忠誠が、国教樹立を禁止するアメリカ合

衆国憲法修正第１条、信教の自由の自由に関する修正第 14条に違反するかについて長い間争われ
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てきた。

　本稿においては、愛国心教育の是非については別に論じることとし、愛国心を所与のものとした

上で、アメリカ合衆国における国旗忠誠に関する判決を概観する。

　なお、いわゆる京都君が代訴訟においては、後述するアメリカ合衆国の判例である、Barnette 事

件判決を、国旗に反対する自らの主張を正当化するために援用されたが（甲 119 号証）、裁判所の

受け入れるところとはならなかった。（７

２．アメリカ合衆国における愛国心教育－国旗忠誠について

  アメリカ合衆国においては、ほとんどの州が、公立学校で道徳的信条、愛国主義ならびに民主主

義原理を教えることと規定している。各公立学校では、国旗を敬礼すること、忠誠の誓いを暗唱す

ること、国歌を歌うことなどが行われてきた。

  特に、愛国心を涵養することを目的として、始業時に国旗敬礼と国旗に対し忠誠を誓う文言を唱

和する。この忠誠の言葉は、コロンブスによるアメリカ大陸発見 400 年を記念し、1892 年以降

全米で組織的に唱和されるようになったと言われる。（８

　1898 年にはニューヨーク州で初めて国旗敬意表明法が成立した。同法は、すべての公立学校に

おいて国旗への敬意表明を毎日行うことを義務づけるものであり、その後同様の法令は各州におい

て制定されている。（９また、州の法律が制定されていない場合でも、多くの学区教育委員会が忠誠

の誓いを強要している。連邦レベルでは、1942 年 6 月 21 日連邦議会は、「忠誠の誓い」の文言

及び忠誠を示す姿勢について規定する国旗法を制定している。（10

　1954 年６月 14日議会は、“Nation”の文言の後に“under God”の文言を加え Sec.172 を修正

した。（11

　忠誠の誓いの文言は、以下の通り。

　「私はアメリカ合衆国の国旗と、神の下で、すべての人に自由と平等をもたらす、ひとつの分か

つことのできない国である共和国に忠誠を誓う。」

　（“I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it 

stands, one Nation under God indivisible, with liberty and justice for all.”)

　この国旗忠誠について、参加を拒否した場合、子供が退学となり、宣誓に応じない場合復学が認

められなかった場合も多かったようだが、この公立学校における国旗忠誠の強制の合憲性について

は争いのあるところであり、特に 1936 年から 44年にかけて、国旗敬礼をめぐる事件が集中的に

発生している。（12 この時期は、第一次世界大戦後のヨーロッパからの大量の移民が流入し、また、

第二次世界大戦前のアメリカ合衆国のナショナリズムが興隆した時期である。この時期多民族から

成るアメリカ合衆国が国家として如何に統一を図るかが喫緊の案件であった。そのため、国旗に対

する敬礼が、国家に対する「忠誠を示し、統一体を維持する有効適切な方法として」（13 採用された。
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　この文言を唱和することについては、アメリカ合衆国憲法修正第１条の政教分離（14、修正第 14

条（15 の信教の自由に違反するとの批判も多く、特にエホバの証人（Jehova's Witness）信者は、

国旗という偶像を崇拝することが、宗教教義において禁止されているとして、国旗忠誠を拒否し、

数多くの訴訟を提起してきた。（16

　当初下級裁判所で審議された問題点は、（１）国家への忠誠宣誓の儀式が宗教的行事か否か、（２）

その儀式への参加強制が憲法で保障された個人の権利を奪うか否か、であり、その儀式は宗教的儀

式ではないとされる場合が多かった。（17

  その後連邦最高裁は相次いで２つの重要な判決を下している。先ず、1940 年の Gobitis 事件判

決。（18 では後述するように、原告が敗訴し、国旗忠誠は違憲ではないと判示した。その３年後の

1943 年に Barnette 事件判決（19 では、連邦最高裁は Gobitis 事件判決を変更し、国旗忠誠の違憲性

を指摘した。（20

　最近において忠誠の誓い（pledge of allegiance）に関する興味深い裁判が行われ、その動向に注

目していたが、当該事件に関し本年（2004 年）連邦最高裁判所は、原告適格がないとして門前払

いする判決を下した。（21 その結果、忠誠の誓い自体に関する新たな最高裁の判断は下されず、公立

学校での忠誠の誓いは従来のまま継続することとなった。

　このNewdow 事件は政治的にも大きな批判を招き全米を揺るがした。その背景にはアメリカ合

衆国の持つ特異な意識、特に国旗に対する特別な意識を看過することはできない。それは、独立戦

争あるいは南北戦争で分裂の危機に瀕したアメリカ合衆国の建国の歴史や、移民により形成された

人工国家であるという特質等から、「ひとつの分かつことのできない国家」として国民が絶えず国

家意識を持ち、その象徴としての国旗に忠誠を誓うこと等によりアメリカ合衆国を国家として維持

してきており、国旗忠誠に対する異議申し立ては、国家存立を危うくしかねないという危機感がそ

の背後にあると思われる。

　国旗のまさしくその目的はアメリカ合衆国の象徴なのである。（22

３．国旗に関する法的問題の概要

　1931 年には国歌が制定され、（23 1949 年には毎年６月 14日を国旗制定記念日とすることが定め

られ、各州の法律として制定されている。1942年には、８条で構成される連邦国旗決議が定められ、

国旗の扱いが正式に定められた。同年国旗法が制定され、「国家への忠誠宣誓」が正式に定められ、

公立学校では毎日始業時には国旗への忠誠を誓う儀式が行われている。その後、ベトナム戦争反対

運動の一環として各地で国旗焼却などが行われたため、1968 年には国旗を切断、毀棄、汚損、踏

みにじる行為を罰する国旗冒涜処罰法が制定されている（24。さらに、国旗のデザイン、国旗掲揚

の時、場合についての規定、掲揚・降納の手順を定める連邦法も制定され、２州を除き各州におい

て、国旗焼却を禁止する州法が制定されている。
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　その後、相次ぐ国旗焼却事件判決が出され（25、アメリカ合衆国を二分する論争が行なわれた。

　1989 年の Johnson 判決で連邦最高裁は、国旗等の冒涜を禁止するテキサス州法の適用は修正第

１条違反であると判示した。

　そのため、1989 年に国旗保護法（26 が制定された。同法は「・・合衆国国旗を故意に切断、汚

損、物理的に毀損、焼却、床もしくは地面に置き踏みつける者は、罰金刑もしくは一年をこえない

期間の収監刑、または併刑とする。」等と規定している。  この 89 年法成立に抗議した国旗に放火

した Eichman 事件判決において、連邦最高裁は再び５対４で国旗保護法は憲法に違反すると判決

し、同法は廃止された。

　ところで、国旗に関する問題は、（１）国旗冒涜処罰法、国旗保護法に係る、国旗損壊及び国旗

不正使用に関する問題と、（２）国旗忠誠に関する問題（政教分離に関する合衆国憲法修正第１条

及び修正第 14条違反）に大別する事が出来る。本稿においては（２）を中心に論じる。（１）の

分野については稿を改めて論じたい。（27

４．国旗忠誠に関する主要な判例の分析（その１）-Gobitis 事件判決

　信仰上の理由から忠誠の誓いを拒否したエホバの証人の 2 人の生徒が Pennsylvania 州

Minersville 市教育委員会によって公立学校を放校処分となり、私立学校への通学を余儀なくされ

た両親が当該教育委員会を相手取り、教育委員会が２人の通学を認める条件として、国旗敬礼儀式

への参加の強制を禁止することを求めた。（28

  １審は原告の訴えを認め（29 、２審も１審の判決を維持した（30。そのため被告（２審上告人）が

上訴し受理された。連邦最高裁は８対１で原判決を破棄し教育委員会が勝訴した。（31 この裁判の争

点は、国旗敬礼への参加を要求することを、子どもが真剣な宗教上の理由から拒否することに参加

を強制されるが、修正第 14条によって保障される自由と法との適正な手続きなしに侵害するか、

ということであった。（32

  この問題に対し、法廷意見を執筆した Frankfurter 判事は、本件の国旗敬礼の強制は、州議会及

び地方教育行政当局の政策の当不当の問題にはなり得ても、裁判所は憲法違反であると決定できる

ものではない、と判断した。

  つまり、宗教の自由は憲法によって手厚く保護されているが、その保障には限界があり、「国民

としてのまとまり（national unity）」は、国家の安全保障の基礎である。（33 と述べ、リンカーンの

言葉を引用して「政府というものは、必然に、国民の自由を損なうほど強力でなければならないの

か、あるいは政府自体を存続してゆけないほど弱体でなければならないのか」という民主主義の直

面する最も深刻なジレンマの現れである、と述べる。（34 また、「自由社会の最終的な基礎は、団結

心（cohesive sentiment）という絆であり、「国旗は、合衆国憲法の枠組みの中での国内におけるあ

らゆる相違を、それらがいかに大きかろうと、超越する、われわれの国民としてのまとまりを象徴
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するものなのだ」とする。（35 そして「子どもの社会訓練方法については、多様な心理学的及び倫理

的見解が存在する。それらの意見の相違の故、社会訓練には国家の非常に多く負担が求められる。

単一な、画一的な教育制度（single,iron-cast system of education）は意図するところではなく、公

教育は我々の非常に大切にしている民主制度のひとつであるが、権利章典（Bill of Rights）に基づき、

１つの州がすべての子どもを公立学校へ出席するよう義務づけるものではないとした。しかし、あ

る特定の（教育）計画もしくは儀式が、公立学校に通っている子どもの心に、最も彼らの地域の制

度に対する愛着をもたらすものだという州議会の信念に対し、検閲を遂行することは、本法廷にとっ

て非常に困難である」とし（36、国旗敬礼の強制は修正第 14条によって保障された自由を侵害する

ものではないと判示した。

  この法廷意見に対して、Stone 判事は、Carolene Products 事件判決（37 において自ら執筆し

た法廷意見の脚注 4 で掲げた「二重の基準」によって反対意見を執筆した。この基準はその後

Barnette 事件において Stone 判事が執筆した法廷意見において採用された。

　Carolene Products 事件判決において示された判断基準である二重の基準とは、「（１）国家機関

による制限が憲法上明確に禁止されている人権を脅かすような立法には、合憲性は推定されないこ

と、（２）不当な立法の改廃を行うことを通常期待できる政治課程を制限する立法－すなわち、選

挙と表現の自由に対する制約、政治的結社への干渉、および平和的集会の禁止など－は、経済課程

に影響を与える立法の場合よりも、より厳格な司法審査に服すること、（３）特定の宗教的、国民

的もしくは人種的少数者、すなわち社会的に分離し孤立した少数者に対する偏見が、通常は確実に

保護してくれる政治過程のはたらきを著しく弱める（つまり、議会を少数者の不満に応えられなく

なってしまう）ようになる特別の場合には、より厳格な司法審査を要求することができる、という

基準である。（38

５．国旗忠誠に関する主要な判例の分析（その 2 ）-Barnette 事件判決

　Gobitis 事件判決後West Virginia 州議会は法律を修正し「アメリカニズムの理想、原理、精神を

教え、育み、永続させ、また、政府の組織と機構についての知識を増加させるために」同州内のす

べての学校に歴史、公民科（civils）、連邦および同州の憲法を教えるよう義務づけ同州教育委員会

は、1942 年１月９日国旗敬礼が「公立学校の活動計画の正規の部分」となること及び、すべての

教員と生徒が「国旗によって象徴される国家に敬意を表する国旗敬礼に参加することを義務づけら

れる」ということを命ずる決議を採択した。（39

　この決議による忠誠の誓いを拒否したエホバの証人派の生徒が教育委員会によって放校処分とな

り、それに対して争った事件である。１審は原告らの訴えを認め差し止め命令を出したが、（40 これ

を不服としたWest Virginia 州教育委員会は連邦最高裁に直接上訴し、（41 連邦最高裁は６対３で原

判決を維持した。
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　連邦最高裁は「強制的な国旗敬礼を支持することは『公権力のなすがまま心にもないことまでも

話すよう強制されることを、個人の内心を述べる権利を保護する権利章典（Bill of Rights）が許し

ている』と我々が言うことを余儀なくさせる」（42 として、強制的な国旗敬礼が心に思っていること

を無理やり告白させる行為であると性格づけている。そして、「われわれの憲法という星座の中に

不動の星（fixed star）があるとしたら、それは、いかなる当局者も－高級官吏であれ下級官吏で

あれ－、政治、ナショナリズム、宗教、その他の思想的な問題について何が正当（orthodox）で

あるかを定めたり、市民にそれらの問題についての信条を言動により告白するよう強制することは

できない」のであり「国旗敬礼と忠誠宣誓を強要した地方当局（local authorities）の行為は憲法

に定められた権限を超え、あらゆる公的支配から除外される、修正第 1 条で保障された知性と精

神の領域を侵害するものだと考える」（43 とし、公務員による思想・信条・信仰上での正当の設定が

修正第 1 条によって認められないと結論づけ、先の Gobitis 事件判決を無効とし、忠誠の誓いを拒

否する権利を認めた。

　Barnette 事件判決では、生徒の忠誠の誓いを拒否する権利を認めたが、「公立学校において国旗

敬礼の儀式を行なうこと自体違憲であると決めつけているわけではなく、参加に関して生徒の自発

性を尊重する形式での国旗敬礼の儀式を公立学校が実施することまでは否定していない」と思われ

る。（44 当該判決では、「不参加の生徒およびその親に対する制裁を規定することによって生徒に参

加を強制することが、個人の修正第１条の権利を侵害し憲法違反であると断じている」のである。（45

つまり、儀式自体を否定してはおらず、その儀式への生徒の参加強制が、憲法に反するのである。

　そして、「公立学校における忠誠宣誓の儀式が憲法違反になるかどうかは、個々のケースごとに

具体的な実施方法を検討して」それが個人の修正第１条で保障された個人の権利を侵害するかどう

か判断して決するということにな」（46 り、「本法廷意見は、個人の自由と州（その下部機関も含む）

の権限対立に専ら焦点を当て、修正第 1 条によって保障されている個人の知性と精神の領域を侵

したことを理由に、州の権限踰越を認めている。」（47 従って、「被上告人らによって主張された国旗

敬礼を拒否する自由は、他の生徒の敬礼を行う自由と対立するものでも否定するものでもない」。（48

そして、「拒否行為が正当と認められるためには、教室内に混乱をもたらさない等の一定の要件が

課せられて」おり、逆に教室に混乱をもたらす等の場合は、当該行為は正当と認められない。（49 と

して、その後、ベトナム戦争に反対する意思表明として黒い腕章を着用して登校した生徒たちに対

して、腕章着用が修正第 1 条の保障する象徴的表現であるとし、学校における生徒の表現を認め

たケースである、 Tinker 事件判決（50 において、学校において生徒の表現の自由が制限されるのは、

「授業を著しく妨害した場合」や「他の生徒の権利を侵害した場合」に限られるとする「ティンカー

ルール」が提示された。これは、学校における表現の自由の行使に関するルールであるが、これに

従えば、当該表現行為により授業の継続が困難となるような行為、あるいは入学式や卒業式のよう

な様々な学校行事における妨害行為等は（国旗忠誠における他の生徒の権利を侵害するような行為

も含めて）修正第１条の保障外と見做すことができよう。
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　国旗敬礼と宣誓の拒否は、Barnette 判決においては、広く「知性と精神の領域」を理由として認

められたが、その後の諸判決において、「良心上の疑念」（51、「宗教的、政治的信念」（52、「良心」（53、「信

念・信条」（54 を理由として認められている。また、この拒否権の享有主体は、生徒のみならず教師

も含むものであることが明示されている。（55

　Barnette 事件判決においては「象徴としての国旗を思考伝達の方法、国旗敬礼を発言の形式、強

制的な国旗敬礼を一定の信条の肯定の強要と位置づけることによって、広い意味での表現の自由と

の関係で問題を捉え、国旗敬礼を強要する権限の合憲性を審査している。そしてその審査の基準に

ついて、Barnette 事件判決は、修正第１条の保障する自由を政府が規制することができるのは、そ

の規制が州の利益に対する重大かつ直接的な危険（grave and immdiate danger）の防止に必要で

ある場合に限られると主張する。（56

６．国旗忠誠に関する主要な判例の分析（その 3）-Newdow 事件判決

６．１　事件の概要

　カリフォルニア州サクラメント市に住む、無神論者であるMichael Newdow は自分の娘が通う

公立小学校で毎朝 , 教員指導のもとでアメリカ合衆国国旗に向かって「神の下で」の文言が含まれ

ている忠誠の誓いを朗読させられることは、政教分離を定めた憲法修正第１条に違反するとして、

カリフォルニア州東部地区裁判所において、合衆国議会、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国大統領、

カリフォルニア州、Elk Grove Unified School District 、Sacrament City Unified School District、等

を相手取って、宣言的及び差止的救済を求めた。（57

　カリフォルニア州では、カリフォルニア州教育規則§ 52720（1989）において「各小学校にお

いては授業期間の間、始業時間などに、適切な愛国的儀式を行うものとする。・・・合衆国国旗へ

の忠誠の誓いを斉唱することは本条項を満たす。」と定めている。（58 Newdowの娘の通う学区でも、

毎日一回は国旗に対し忠誠を誓うものとすると定めている。

　ところで、アメリカ合衆国では、憲法上の争点を含む訴訟（以下憲法訴訟と略称）を提起するた

めには幾つかの要件を整えなければならない。まず、連邦の司法権は、憲法第３条第２節に列挙さ

れた事件および争訟（cases and controversies）のみに及ぶと解されているため、当該行為がそれ

に該当すること、（59 そして、当該行為に関し、違憲法令審査手続に訴えうる者の範囲を、原告適格

（当事者適格 standing）を、実質的利害関係を有する者に限定し、その救済を得るのに個人的利益

を有しているかどうかを判断している。（60

  原告適格の要件は、原告が事実上の損害を被っているか、または被るおそれがあることを主張し

うる者であることが求められている。（61 また　判例においては、原告適格を満たすには、原告は以

下に付いて証明しなければならないとされている。

　つまり、（１）（ａ）具体的かつ個別化された、（ｂ）推測的もしくは仮定的でない、現実に生じ
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もしくは差し迫った、「事実上の損害」を被ったこと。（２）損害は被告人の疑いうる活動に明らか

に起因していること、そして（３）おそらく、それが単に推測であり、損害が有利な決定で補償さ

れうること。（62

６．２　連邦控訴裁判所の判決

　2002 年６月 26日３名の裁判官で構成される第９巡回控訴裁判所は、２対１の多数決で公立学

校での国旗への忠誠の誓い（pledge of Allegiance）に「神の下で（under God）」という表現は、

宗教的に中立ではなく、アメリカ合衆国憲法修正第１条（政教分離条項）に違反する、とした。（63

　本件においても原告である Newdow の原告適格が審査された。（64 第 9 巡回控訴裁判所は、

Newdow には、「彼の娘の宗教教育を指図する彼の権利を妨げる慣行に異議を申し立てる親として

の地位を有する」（65 として、原告適格を認めた。つまり、「両親には、子供たちの宗教教育を指図

する権利を有し、その基礎のうえに彼らの権利を保護する原告適格を有する。（66

　次に、公教育分野における修正第１条違反如何を分析するための基準として、連邦最高裁は相互

に関係する３つの基準を用いる。（67 なお、これら３つのテストは、個別に用いることも、３つすべ

てを用いることも可能である。（68 ３つの基準とは、 Lemon 事件判決（69 で用いられた、レモン・テ

スト（Lemon test）、 Lynch 事件判決（70 で用いられた、裏書きテスト（endorsement test）、そして、 

Lee 事件判決（71 で用いられた、強制テスト（coercion test）の３つである。

　まず、レモン・テストであるが、この基準は、争われている法令が修正第１条の下で認められ

るかどうかは、（１）法令が一般的な立法目的（secular legislative purpose）を持つこと、（２）主

たる効果（principal or primary effect）が宗教を推進ないし禁止をすることにならないこと、（３）

政府を過度に宗教とかかわらせる（excessive government entanglement with religion）ものでな

いこと、をその要件とした。（72

　次に裏書きテスト（endorsement test）であるが、このテストは、レモン・テストの初めの２つ

の論点（目的、効果）をまとめたものである。（73 Lynch 事件判決で、O'Connor 判事は、国教禁止

条項は、政府に市民社会において人の地位に何らかの方法で一つの宗教に関連する支持を行うこと

を禁止する。政府は２つの主要な方法でその禁止と衝突する。１つ目は、宗教団体に対する過度の

もつれ、そして、２つ目はより直接的な侵害が「政府の裏書き、もしくは宗教の不承認」であるこ

と。裏書きは、非信奉者に、彼らは市民社会の正会員ではなく部外者であるというメッセージを送

り、そして、彼らが部内者である信奉者へ市民社会の支持されたメンバーであるという付随メッセー

ジを送る。」のである。（74

　最後に、強制テスト（coercion test）は、公立学校の卒業式に「無宗派の」儀礼の形態による祈

りと祝福を含む、慣行が行われた際に、それが強制されたか否かを基準に違憲性を判断する基準と

して設定された基準である。（75 この強制テストは、最低限、憲法は政府が宗教もしくはその実施を

支持もしくは関与する、もしくは別のやり方で、国教もしくは宗教上の教義を樹立するような方法

で実行する、またはそうする傾向が、誰にも強制してはならないことを保障する。（76
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　法廷意見は、最初に 1954 年法と EGUSD の教師主導の誓いの暗唱が、強制テストに耐えるか検

討した。（77その結果、誓いが州の裏書保障を受けると判断した（78また、強制テストにも反し、（79また、

レモン・テストにおいても、「神の下に」の文言を含む誓いは、当該行為の目的が世俗的ではなく、

宗教を助長するものであり、1954 年法に「神の下に」の語を付け加え、教師の主導で誓いを唱和

することは、修正 1 条に違反すると判示した。（80 それに対し、少数説（ Fernandez 判事）は、誓

いの唱和は伝統であり、主として儀式的なものである。誓いは心の問題であり宗教ではない。そし

て、忠誠の誓いにおける「under the God 」の語、あるいは「 God We Trust 」の語は、1791 年以

来そうであったように、国教樹立あるいは宗教活動の抑圧傾向は全くなく将来も同様と考えられる、

と反論する。（81 Barnette 事件判決においても最高裁はエホバの証人の子どもたちの面前で誓いを唱

和することができないとは言っておらず、単に彼らが唱和する必要はないと言っているのだ。「知

性と精神の領域“the sphere of intellect and spirit”を侵害することから政府を排除することにより

彼らの憲法上の権利を完全に擁護する」（82 また、誓いを憲法違反とすれば、公立学校での愛国的な

歌“God Bless America”，“America The Beautiful”，“Star Spangled Banner”の第三節など）さえ

も禁止されるようになると危惧する。（83

６．３　連邦議会の反応

　この判決に対し、上下両院は圧倒的多数で抗議決議を採択し（下院賛成 416、反対３、上院 99

賛成－１人は心臓病で不参加）、連邦控訴裁は翌６月 27日に判決の効力を停止した。（84

　上下両院は立法措置を講じ「忠誠の誓い中の神のもとの一つの国への言及を再確認する法案」を

提出した。（85

６．４　第９巡回裁判所の再審査

　その後ブッシュ大統領や連邦議会が再審理（rehearing）を求めた。第９巡回控訴裁判所は、

2003 年２月 29日に再び違憲とされた。（86

　しかし、同時に 90日間の猶予を与え、第９控訴裁の管轄内の９州（Alaska, Arizona, California, 

Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon,とWashington）の公立学校で朗読を続けることを許可し、

また事件の発端となった小学校のある ELK Grove 教育委員会から 90日以内に連邦最高裁へ請願が

出されるならば、その最終判断が出るまで判決を確定しないとされた。（pending a decision）

６．５　連邦最高裁判所の判決

６．５．１　概要

　2003 年９月連邦最高裁判所は ELK 連合教育委員会等の上訴を取り上げることに決定し移送命令

（Writ of Certiorari）を発した。 2004 年３月 24日から口頭弁論が開かれ、６月 14日に最終的な判

決が下された。（87
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　連邦最高裁は、第９巡回控訴裁の違憲判決を覆し、原告の訴えを原告適格がないと門前払いする

判決を言い渡した。

　Newdow の娘の主たる保護者（primary parent）は母親であるが、訴えを起こした父親である

Newdow は保護者たる資格のない親（noncustodial parent) と考えられるため、本件では前述のよ

うに本案審理に入る前に、その原告適格が審査された。

　連邦最高裁は、Newdow が娘の養育権をめぐって元の妻と争いになっていたことを指摘し、養

育権は元の妻の側にあり、Newdowは「娘の完全な親権を持っておらず、親として訴える資格（next 

friend= 未成年者など法的無能力者のための代理人となる資格）がない」と判断した。なお、連邦

最高裁の判事は９名だが、部外で第９控訴裁の判決を批判し裁判から除外され、５対３で評決され

た。

　その結果、忠誠の誓いの合憲性・違憲性についての判断はなされなかった。そのため、公立学校

における忠誠の誓いは従来のまま継続されることとなる。なお、Lehnquist 長官ら３名（O'Conner 

判事、Thomas 判事。なお Thomas 判事は、原告適格に関する part 1 のみ同意）は、忠誠の誓いは「儀

礼的、歴史的なもので違憲とは言えない」との個別意見を述べている。（88

　法廷意見は、「国旗のまさしくその目的は我が国のシンボルとして役立つことである。」と述べる。

そして、「自由、機会均等、宗教的寛容、および我々の向上心を共有する他の民族に対する善意」

のその誇り高き伝統のシンボルでもあるとした。（89

６．５．２　Rehnquist 判事の反対意見（O'Connor 判事が同意、Thomas 判事は一部同意）

　Rehnquist 判事は、Newdowと元妻は共同養育権を有し、Newdowは、彼の宗教観を娘に示す権

利を有し、家庭内の問題で憲法問題に関する原告適格を失うものではないと判示した。（90

　「神の下に」の文言は、愛国主義を表明する場合慣習的に使われているとして、多くの例証を挙

げて説示した。（たとえば、1789 年初代大統領ワシントンの就任演説、1789 年のリンカーンのゲ

ティスバーグの演説、1917 年の対独戦線布告要求のW. ウィルソンの演説などにおいて、慣用的

に神の文言が使われてきた。（91

　また“In God We Trust”というモットーは、南北戦争の頃から使用されだしたが、1938 年以来

合衆国のすべての硬貨に刻印され、その後 1960 年代紙幣にも印刷された。その後 1956 年に議会

は、合衆国のモットーは、“In God We Trust”とする、と宣言した。（92 あるいは、最高裁においても、

1827 年以来、開廷時の宣言は「神は合衆国とこの名誉ある法廷を救い給う。」の文言で始まる。「こ

れらの出来事のすべてが、我々国民の文化が、我々の国家の宗教上の歴史および特質の一般的な認

識を認めることを強く示している。下院において、忠誠の誓いの文言に「神」の語を挿入する際に、

「我々の最も初期の歴史の時間から、我々の民族と我々の団体は我々の国家が神への基本的な信念

に設立されたという伝統的な概念を反映した。」（93 これは、1931 年に議会により国歌として承認さ

れた、「星条旗よ永遠なれ（“The Star-Spangled Banner”）」の最終句（“And this be our motto :'In 
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God is our trust.”）においても窺い知ることができる。（94

　Barnette 事件判決以降、宗教上あるいは他の理由で、公立学校での忠誠の誓いを拒否することが

許容されているが、本件控訴審（95 では、Lee 事件判決（96 に依拠し、忠誠の誓いは強制であると判

示している。しかし、Lee 事件判決では、更に「忠誠の誓いは、我々の旗が象徴する典型の一般的

な公共の承認として発展し」たこと、「その歴史が例証するように、忠誠の誓いは我々の旗が象徴

する理念を一般的な公共の承認として発達してきており、忠誠の誓いは、それら原則における国会

の統一と誇りを助長するために立案された愛国的実践である。」（97

６．５．３　Newdow事件のまとめ

　Gobitis 判決で引用された、リンカーンの言葉「政府というものは、必然に、国民の自由を害な

うほど強力でなければならないのか。あるいは政府自体を存続させてゆけないほど弱体化しなけれ

ばならないのか。」（98 というジレンマに直面して Gobitis 事件判決では前者を、BARNETT 事件判決

では後者を採った。換言すれば政府の権力と、国民の権利のどちらに重きを置くか、政府あっての

国民か、国民あっての政府かという問題である。

　国民の権利、特に、言論・出版、集会、礼拝の自由を規制するには、前述のように二重の基準に

より、その規制に合理的な根拠があるだけでは足りない。それが可能なのは、州が合法的に保護す

ることができる利益に対する重大かつ直接的な危険を防止するために、その規制が必要な場合だけ

であるとする。（99 国旗敬礼は、国旗法においては任意であり、規制に従わないことを処罰する定め

はないが（100 国民に対し国旗への最大限の敬意を求めている。この国旗敬礼は公立学校において強

制されることについて、本法廷は憲法判断を下さなかった。このことは、憲法訴訟における厳格な

要件審査の結果なのか、あるいは、政治的配慮なのか、かつて、Gobitis 事件判決においては、司

法自制説に立って、裁判所は法律を作った議会の意思を尊重して、司法審査を極力控え違憲判決を

下さないと批判された。（101

７．まとめ

　Barnette 事件判決では、国家安全保障の基礎は、国民の紐帯であり、その達成のための適切な手

段として、国旗忠誠が合憲であるという、Gobitis 事件判決に反対して、国家権力による国民への

そのような強制を否定、世論による権力支配を主張する。（102 また、国民間において、政治・国家

主義・宗教など見解が相違する問題について、全ての公務員「正当なもの“orthodoxy”」を定め

たり、市民に対してそれらの問題についての信念を言葉や行動で告白するよう強制できない、と判

示する。（103

　世論による権力の支配を唱えるが、その世論は国民の自由な精神的活動により形成される。「奇

異な異常な態度が時折現れるという代償」つまり少数の非常識な或いは常識はずれな国民の権利を
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認めながら、大多数の国民は、常識的な行動、思考の持ち主であるという信念が根底にあるものと

思われる。愛国心教育は、いわば社会生活を営む上での常識人を形成することに寄与すると思われ

る。個々の信念に基づくさまざまな行動や思想を認めつつ、社会の正当を定める機能を世論が担う

ために、愛国心教育は、道徳教育、公共心を培い世論を形成するための不可欠な教育であるといえ

る。それは、個人の自主性により自然に発露するものでは決してなく、ある一定の慣行によって培

われていくものであろう。

　今回論考を加えた国旗忠誠以外にも様々な方法により愛国心を培うことができる。前述の国旗法

においては国旗掲揚の方法、あるいは敬礼の方法等について規定されている。象徴としての国旗に

敬意を払うことにより、つまりは国家自体そしてその国家を構成する国民に敬意を払うこととなる。

象徴それ自体が敬意の対象でもあるが、それに象徴される国家が敬意の対象の本体なのである。そ

れは自己の憲法上の権利を主張するエホバの信者も例外ではなく、愛国心自体を否定していない。

むしろ自らの教義に則った文言を提示している。（104 あるいは、無神論者であるNewdow も愛国心

自体に反対していない。それどころか、自分こそが真の愛国者であると主張しているのである。(105

　国旗忠誠という儀式自体の合憲性については、連邦最高裁は明確に否定していない。Newdow

事件判決では、原告適格という裁判の入り口の問題により、あらたな最高裁の考え方は示されなかっ

た。今後の裁判の動きに引き続き注目したい。

（にった　ひろし・高崎経済大学地域政策学部助教授）
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